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マニフェストの概要について 
 

１．マニフェストの位置づけ 

● マニフェストは、２期目の政策公約として、４年間の任期（平成 21年 11月～平成 25年 11月）

の中で実行しようとする政策を示したものである。 

 

２．マニフェストの構成 

● マニフェストには、３つの柱のもと、24のマニフェスト項目（3つの柱×8項目）を掲げ、マニ

フェスト項目の中に、100の施策が掲載している。また、100の施策の中には、11の数値目標が掲

げられている。 

 

 

３．これまでの主な経過 

●平成 21年 小林市長２期目マニフェスト「八戸市民とともにさらに前へ」公表（別添資料参照） 

●平成 23年 「市長マニフェストの進捗状況～2期目 2年間の中間報告～」公表 

●平成 24年 「市長マニフェスト 2期目 3年間の進捗状況」公表 

 

【参考】 

・平成 17年 小林市長マニフェスト「八戸前進プラン」公表 

・平成 18年 「マニフェストの検証～この１年の進捗状況」の公表 

・平成 19年 「マニフェストの進捗状況～市長就任 2 年の検証～」の公表 

・平成 20年 「マニフェストの進捗状況～市長就任 3 年の検証～」の公表 

・平成 21年 八戸市市政評価委員会設置、評価書公表（別添資料参照） 

 

 

（100施策や実施事業の内容は、別冊資料「マニフェスト進捗状況基礎資料」を参照） 

図 マニフェストの構成体系 

１．安心・安全社

会の実現 

２．さらなる活力

創出 

３．新たな行財政

改革と住民参画 

３つの柱 

24のマニフェスト項目 

１１の数値目標 

100施策（実施事業 126） 
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４．マニフェスト項目・数値目標一覧 
 

(1) マニフェスト項目 

１１．．安安心心・・安安全全社社会会のの実実現現  

[1]子育て支援を充実させます ― 子ども（小・中学生）医療費の一部無料化 ― 

[2]健康・医療ネットワークを完備します―「総合保健センター」の整備 ― 

[3]安心できる福祉を実現します ― 介護学生奨学金制度の創設 ― 

[4]共生社会を推進します ―「八戸市人権条例」の早期制定 ― 

[5]防災社会の構築を進めます ― 小・中学校の集中的な耐震化 ― 

[6]防犯体制を強化します ― 巡回パトロールの強化 ― 

[7]青少年教育の質を高めます ― 地域密着型教育の拡充 ― 

[8]循環型都市の水準を高めます ― 太陽光発電および LED の普及 ― 

２２．．ささららななるる活活力力創創出出  

[1]地域経済を活性化します ― 4 年間でさらに 10 社以上の企業誘致 ― 

[2]雇用の維持・創出を目指します ―「雇用支援対策室」の設置 ― 

[3]発信型農業を支援します ―「農業経営振興センター」の設置 ― 

[4]水産業の振興を図ります ―「はちのへ水産振興会議」の設置 ― 

[5]観光資源を最大限活用します ― 八戸ゆかりの人々による観光企画 ― 

[6]中心市街地のにぎわいを回復します ―「はっち」を核とした街の演出 ― 

[7]地元大学・学生との連携を強化します ― 市民大学講座の多様化 ― 

[8]文化・スポーツを一層振興します ―「市民練習場」の整備 ― 

３３．．新新たたなな行行財財政政改改革革とと住住民民参参画画  

[1]協働のまちづくりを進めます ―町内会加入率の引上げと連合組織の設立― 

[2]多様な意見を市政に反映させます ―「元気アップ青年会議」の設置 ― 

[3]新しい行財政改革を推進します ― 第 5 次行財政改革大綱の策定 ― 

[4]増税なき歳入増を目指します ― ふるさと納税 5 倍増 ― 

[5]市政窓口の改革に取り組みます ―「窓口サービス向上運動」の実践 ― 

[6]行政の危機管理体制を強化します ―BCP（市役所業務継続計画）の策定 ― 

[7]合併効果の最大化を追求します ―「南の郷 手づくり未来計画」の促進 ― 

[8]広域連携・自立の促進を図ります ― 定住自立圏の形成促進 ― 

ママニニフフェェスストト項項目目：：2244  

3344  

2299  

3377  

施施策策：：110000  
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(2) 数値目標 

 

 １１．．安安心心・・安安全全社社会会のの実実現現  

①4 年以内に病後児・病児保育の施設を現在の各 1 ヶ所から各 3 ヶ所に増やす。 

②4 年間で、放課後児童クラブ数を 32 から 50 まで増やす。 

③4 年以内に認知症サポーターの数を現在の 4 倍にするための支援を行う。 

④4 年間で自主防災組織の組織化率を 80%以上に引き上げる。 

⑤H23 年度までに市内全小学校における安全・安心マップづくりを進める。 

⑥4 年以内に、地域密着型教育の実施校を H21 年度の 11 校から全 72 小・中学校に拡大する。 

２２．．ささららななるる活活力力創創出出  

①4 年間でトップセールスによって、さらに 10 社以上の企業を誘致する。 

②4 年間で八戸港のコンテナ貨物取扱量を 5 万 TEU まで増やす。 

３３．．新新たたなな行行財財政政改改革革とと住住民民参参画画  

①4 年間でふるさと納税の額を現在の 5 倍にすることを目指す。 

②4 年間で民間企業広告の収入を現在の 3 倍にすることを目指す。 

③4 年間で市税徴収率を現在の 93.1%から 95%以上に引き上げることを目指す。 

６６ 

３３ 

２２ 

数数値値目目標標：：1111  
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評価方法（案）について 
 

１．基本方針 

(1) マニフェストの評価にあたっては、市民の判断材料の一つとして活用されるよう、市民の視点に

立ち、わかりやすく示すことを基本に、マニフェストの達成状況について、できる限り客観的な情

報やデータを用いるものとする。 

(2) 評価対象であるマニフェストの100の施策及び11の数値目標は、極めて多岐にわたっていること

から、マニフェストの上位分類である「３つの柱」及び「24のマニフェスト項目」ごとに 

①「マニフェストをどの程度実施したか」、 

②その結果、「事業の成果はどうだったか」 

という２つの観点から総合的に評価を行う。 

 

２．評価指標 

 マニフェストの評価に当たっては、次の３つを指標として行うものとする。 

(1) 100の施策の実施状況 マニフェストに掲げる 100の施策の実施状況 

(2) 11の数値目標の達成状況 マニフェストに掲げる 11の数値目標の達成状況 

(3) マニフェストに関する市民アンケート調査結果 マニフェストの達成度について市民がどのよ

うに評価しているのかを把握するために実施するアンケート調査の結果 

 

３．評価対象 

(1) 「３つの柱」ごとの評価 

 24のマニフェスト項目ごとの評価を基に、3つの柱ごとに総括的な評価を行う。 

(2) 「24のマニフェスト項目」ごとの評価 

 上記 3つの指標により 24のマニフェスト項目ごとの評価を行う。 

 

４．評価指標ごとの評価方法 

(1) 「100の施策の実施状況」の評価方法 

 マニフェスト項目に関連して市が実施している事業（「実施事業」）のうち、「実施済」又は

「実施中」の区分に該当するものが占める割合に応じ、５段階で評価する。 

(2) 「11の数値目標の達成状況」の評価方法 

 マニフェストに掲げた数値目標の目標値に対する最新値の達成度合いにより、５段階で評価

する。 

(3) 「マニフェストに関するアンケート調査結果」の評価方法 

 アンケート調査の回答について、 

「十分に達成されている」を４点、「まあまあ達成されている」を３点、 

「どちらともいえない」を２点、「あまり達成されていない」を１点、 

「ほとんど達成されていない」を０点とし、「わからない」を除いた平均得点に応じ、 

５段階で評価する。 
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【参考】前回（平成 21年度）の評価方法 

 

（例示） 

マニフェスト項目 公約事業 関連指標 全体評価 

１－① 

来訪者・観光客の招致

と「御もてなしサービ

ス」の推進 

Ｂ Ａ 

Ａ 
実施率 数値目標(達成率) その他指標 満足度（得点） 

95.2.% Ａ（114.6%） （Ｂ）→Ａ ↑（1.36） 

 

１ 評価方法の考え方 

(1) 基本事項 

① マニフェストは、「八戸を元気にする」、「八戸に安心を確立する」ための処方箋として、４年間

の目標をまとめたものである。マニフェストの評価にあたっては、市民の判断材料の一つとして

活用されるよう、市民の視点に立ち、わかりやすく示すことを基本に、マニフェストの達成状況

について、できる限り客観的な情報やデータを用いるものとする。 

② 評価対象であるマニフェストの 92 の公約事業及び 12 の数値目標は、極めて多岐にわたってい

ることから、マニフェストの上位分類である「３つの公約」及び「24のマニフェスト項目」毎に

総括して評価するものとする。 

(2) 全体評価 

① 「マニフェストをどの程度実施したか」という実施状況 

② その結果、「事業の成果はどうだったか」という実施成果 

 以上の２つから総合的に全体評価を行う。 

 なお、適切な実施成果を判断できない場合は、便宜上、実施状況のみで全体評価を行う。 

 具体的には、「公約事業の実施率」と「関連指標」の組み合わせにより、24 のマニフェスト項目

ごとの評価を行う。 

① 実施状況 → 「公約事業の実施率」 

・マニフェストに掲載した 92の公約事業の実施率 

② 実施成果 → 「関連指標」 

・マニフェストに掲載した 12の数値目標の達成率 

・委員会で独自に設定した関連指標「その他指標」 

・満足度アンケート調査の満足度得点 

注）満足度アンケート調査 

 満足度アンケート調査とは、第５次八戸市総合計画の進行管理に役立てることを目的に、計

画策定に携わった委員 144 名に市政モニター94 名を加えた有識者 238 名を対象に実施した調

査（有効回収率 64.3％）。 
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(3) 公約事業の実施率 

 マニフェスト項目に関連する実施事業中の「実施済」「実施中」の割合に応じＡ～Ｅの５段階で

評価する。 

(4) 「関連指標」 

 以下の方法により判定した「数値目標の達成率」と補正後の「その他指標」の組み合わせにより

評価を行う。 

・マニフェストに掲載した 12の数値目標の達成率 

 数値目標の目標値に対する最新値の割合に応じＡ～Ｅの５段階で評価する。 

・委員会で独自に設定した「その他指標」 

 他団体との比較によりＡ～Ｅの５段階で評価する。 

・満足度アンケート調査の満足度得点 

 総合計画有識者アンケートの回答を０～３点に点数化し、設問項目のうちマニフェストに関連

するものの平均値が、 

①H21年度の得点が H19年度の得点を上回り、かつ、H21 年度の全得点の平均を上回る場合、

(5)の「その他指標」を 1段階上方に補正し、 

②H21年度の得点が H19年度の得点を下回り、かつ、H21 年度の全得点の平均を下回る場合、

(5)の「その他指標」を 1段階下方に補正する。 

 

 



案件５ 

- 7 - 

市民アンケート（案）について 
 

１．アンケートの目的 

市政評価委員会における市長マニフェスト評価の基礎資料として、マニフェストの達成度に

ついて市民がどのように評価しているかを把握するために実施するもの。 

 

２．調査内容 

(1) 24のマニフェスト項目ごとに「マニフェストが実現できていると思うかどうか」を質問する。 

(2) 回答は、以下の 6つの選択肢から１つを選択する。 

①十分に達成されている ②まあまあ達成されている ③どちらともいえない 

④あまり達成されていない ⑤ほとんど達成されていない ⑥わからない 

(3) 回答者の判断材料として、調査票に 24項目ごとのマニフェスト施策とその実績を掲載する。 

(4) アンケート案は別冊のとおりとし、評価委員会で審議のうえ実施する。 

 

３．調査対象者 

 以下に掲げる約 1,260人 

(1) 24歳以上の市民から無作為で抽出した 1,000人 

※住民基本台帳を基に無作為抽出（男女別・年齢階層別抽出） 

(2) 総合計画・復興計画有識者アンケート対象者（約 260人） 

ⅰ) 基本構想・前期推進計画策定関係者（135人） 

ⅱ) 後期推進計画策定関係者（ⅰの重複を除く 13人） 

ⅲ) 復興計画策定関係者（ⅰⅱの重複を除く 10人） 

ⅳ) 市政モニター（100人） 

 

４．調査期間 

５月上旬～下旬（３週間程度） 

 

５．調査方法 

郵送配布、郵送回収。途中、回収率を高めるため、御礼状兼督促状を配布 
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スケジュールについて 
 

１．開催スケジュール 

 市政評価委員会 

平

成

25

年

度 

4 月 

第 1 回委員会（4 月 26 日(金) 13:00～15:00） 

・委嘱状交付 

・基礎資料の確認 

・今後の進め方の協議（評価方法、アンケート項目、スケジュール） 

5 月 市民・有識者アンケート実施（5 月上旬～5 月下旬） 

6 月 

第 2 回委員会（6 月 21 日(金)10:00～12:00） 

・アンケート結果報告 

・意見集約 

7 月 

第 3 回委員会（7 月 5 日(金)13:00～15:00） 

・意見集約 

・評価書(案)の作成 

評価書（案）に対するパブリックコメント（7 月上旬～7 月中旬） 

第 4 回委員会（7 月 25 日(木)10:00～12:00） 

・評価書の作成 

評価書の市長提出（7 月 25 日(木)15:00） 

評価書の公表 

【供覧場所】市庁、南郷区役所、各公民館・サービスセンター、図書館 
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２.評価作業の手順 

● まず始めに、各委員に下記のとおり、基礎資料の確認を行っていただく。 

● その後の評価の手順（具体的な評価方法のルール等）については、第２回委員会に事務局案を提

示し、協議していただく。 

 

作業のお願い：評価の前提となる基礎資料（実施事業の進捗状況等）の確認 

 別冊資料「マニフェスト進捗状況基礎資料」の内容を踏まえながら、各事業の「実施区分」

と数値目標の「達成状況」について確認し、事業内容や数値目標の内容について質問がある場

合や実施事業の実施区分や数値目標の達成状況の修正について意見がある場合などは、質問票

①により、その旨を提出する。 

 また、その他、評価方法等への質問・意見がある場合などは、質問票②により提出する。 

 

提出期限：平成 25 年６月７日（金）までに事務局（政策推進課）へ質問票を提出 

 この確認作業についてのご質問は、電話、Ｅメール又はＦＡＸにより事務局へご連絡くださ

い。 

 


